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冒
頭
、
近
藤
委
員
長
か
ら

『
●
賃
金
は
勤
務
条
件
の
最

た
る
も
の
。
勤
務
実
態
に
合
い

働
く
意
欲
の
持
て
る
賃
金
を
。

●
級
別
定
数
改
善
に
つ
い
て
、

未
だ
に
他
省
庁
と
開
き
が
あ

る
。
職
務
の
評
価
替
え
と
上
位

級
の
定
数
改
善
を
。
●
国
土
地

理
院
の
評
価
替
え
を
行
い
、
級

別
定
数
改
善
を
求
め
る
。
』
な

ど
に
つ
い
て
訴
え
、
そ
の
後
各

支
部
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抱
え
る

切
実
な
問
題
点
や
現
状
を
訴

え
ま
し
た
。 

 

人
勧
で
、
民
間
の
退
職
時
は

約
７
７
％
を
保
証
。
定
年
延
長

者
も
民
間
並
み
に
改
善
を
。

「
青
年
の
山
」
の
世
代
が
退
職

し
、
新
た
に
新
採
が
山
と
な
っ

て
入
省
す
る
が
、
他
省
庁
と
の

格
差
は
解
消
し
て
ほ
し
い
。 

 

北
陸
の
当
局
は
交
渉
で
の

議
題
整
理
に
つ
い
て
、
健
康
に

関
す
る
熱
中
症
対
策
の
要
求

す
ら
「
管
理
運
営
事
項
」
を
主

張
し
議
題
か
ら
は
ず
し
た
。
ま

た
、
病
休
者
の
復
職
時
に
診
断

書
を
求
め
た
り
、
在
宅
時
の
管

特
勤
手
当
が
ほ
と
ん
ど
支
払

わ
れ
な
い
問
題
等
に
つ
い
て
、

北
陸
当
局
の
指
導
を
求
め
た
。 

 

現
場
の
管
理
職
は
多
忙
で

あ
る
。
近
年
、
大
雨
の
頻
度
は

増
加
。
国
交
省
は
従
来
の
治
水

対
策
に
加
え
氾
濫
域
を
流
域

に
加
え
る
「
流
域
治
水
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
で
現
場
は
従
来
に
増

し
て
自
治
体
と
の
調
整
を
行

っ
て
い
る
。 

 

六
０
歳
以
降
の
働
き
方
に

お
い
て
、「
再
任
用
者
」
と
「
定

年
延
長
者
」
と
の
処
遇
差
及
び

業
務
内
容
の
明
確
化
、
ま
た
地

域
特
性
で
も
あ
る
新
幹
線
通

勤
手
当
の
改
善
を
訴
え
た
。 

 

地
域
手
当
の
大
ぐ
く
り
化

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
す
る

方
向
な
の
か
。
新
規
採
用
者
は

地
方
部
に
配
属
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
、
地
方
部
と
の
格
差
を

広
げ
る
と
地
方
自
治
体
が
有

利
に
な
り
、
若
者
の
離
職
に
繫

が
る
。 

 

管
理
職
員
の
超
過
勤
務
手

当
の
支
給
拡
大
、
新
幹
線
通
勤
、

単
身
赴
任
に
係
る
手
当
額
見

直
し
、
再
任
用
の
手
当
改
善 

社
会
人
枠
の
採
用
で
は
、
単

身
赴
任
手
当
が
で
な
い
な
ど
、

も
っ
と
ス
ピ
ー
ド
感
を
も
っ
た

処
遇
改
善
が
必
要
。 

 

新
幹
線
通
勤
の
改
定
が
し

め
さ
れ
た
が
、
従
前
の
新
幹
線

等
の
等
が
外
さ
れ
た
。
特
急
や

高
速
道
路
で
の
通
勤
も
多
い

の
で
同
様
の
改
定
を
要
求
。 

業
務
実
績
・
職
責
、
組
織
の

重
要
性
か
ら
国
土
地
理
院
本

院
を
「
本
省
並
み
」
、
地
方
測
量

部
等
を
「
管
区
機
関
」
と
し
て

評
価
し
、
級
別
定
数
の
改
善
を

強
く
求
め
る
。（
裏
面
に
続
く
） 

 

国
土
交
通
省
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
十
二
月
二
十
二

日
に
人
事
院
会
見
及
び
内
閣
人
事
局
交
渉
を
実
施
し

ま
し
た
。
会
見
・
交
渉
の
対
応
者
は
、
人
事
院
が
益
田

給
与
第
二
課
長
補
佐
、
内
閣
人
事
局
は
、
渡
辺
参
事
官

補
佐
な
ど
で
、
全
国
各
支
部
の
切
実
な
問
題
点
や
現
状

を
訴
え
ま
し
た
。 
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（
表
面
よ
り
つ
づ
く
） 

 
『
現
地
の
生
の
声
あ
り
が

と
う
。
担
当
各
所
に
し
っ
か

り
と
共
有
し
て
い
き
た
い
。 

給
与
等
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

を
検
討
し
て
お
り
、
担
当
課

に
し
っ
か
り
と
伝
え
て
い

く
。
再
任
用
の
問
題
は
把
握

し
て
お
り
、
各
省
庁
に
周
知

し
て
い
き
た
い
。
国
土
地
理

院
か
ら
は
例
年
要
望
を
も

ら
っ
て
い
る
が
、
現
状
は
不

均
衡
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

個
々
の
当
局
と
話
し
合
っ

て
欲
し
い
。
』 

 

冒
頭
の
意
見
交
換
で
は

「
高
齢
層
の
給
与
改
善
」

「
定
年
延
長
に
よ
る
役
降

り
後
の
働
き
方
が
明
確
に

な
っ
て
い
な
い
」
な
ど
の
改

善
を
求
め
た
。
そ
の
後
各
支

部
か
ら
問
題
点
な
ど
を
訴

え
ま
し
た
。 

定
年
延
長
が
１
年
だ
け
、

再
任
用
フ
ル
タ
イ
ム
の
希

望
者
に
定
数
確
保
を
。
職
場

に
２
級
係
長
が
増
え
て
る
。

そ
の
ま
ま
管
理
職
ま
で
他

省
庁
と
の
格
差
に
す
る
な
。

「
こ
の
道
は
い
つ
か
来
た

道
」
は
も
う
い
ら
な
い
。 

連
年
の
地
整
定
員
増
に

つ
い
て
は
感
謝
。
し
か
し
、

職
場
で
は
職
員
が
増
え
て

い
る
実
感
が
な
い
。 

一
人
出
張
所
や
欠
員
が
増

え
て

き
て

い
る
。

任
命
権
者
の
話
で
は
あ
る

が
定
数
を
き
ち
ん
と
使
う

よ
う
指
導
し
て
も
ら
い
た

い
。 

ほ
と
ん
ど
の
管
理
職
が
四

～
六
級
だ
が
昇
格
し
て
も

隣
の
級
と
の
賃
金
か
ぶ
り

が
大
き
く
、
上
が
っ
た
実
感

が
な
い
。
賃
金
レ
ン
ジ
の
改

善
を
要
求
す
る
。 

六
０
歳
以
降
の
働
き
方

に
お
い
て
、「
再
任
用
者
」
と

「
定
年
延
長
者
」
と
の
処
遇

差
及
び
業
務
内
容
の
明
確

化
に
つ
い
て
追
求
し
、
職
場

に
お
け
る
混
乱
状
況
を
訴

え
た
。 

 

定
年
延
長
後
の
業
務
内

容
、
具
体
的
な
運
用
や
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
教
え
て
欲
し

い
。 

 

防
災
業
務
時
の
体
制
で

は
い
ま
だ
に
交
代
制
な
ど

の
配
置
が
整
わ
ず
、
ル
ー
ル

も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一

人
出
張
所
体
制
も
解
消
し

て
い
な
い
。 

 

多
様
な
職
種
の
職
員
が

働
い
て
い
る
が
、
職
種
間
で

の
処
遇
に
差
が
発
生
し
て

い
る
。
専
門
職
種
の
適
切
な

職
責
の
評
価
を
行
う
こ
と
。 

総
人
件
費
抑
制
の
姿
勢

を
改
め
る
こ
と
で
必
要
な

組
織
と
人
員
の
処
遇
改
善

に
繫
が
る
定
数
を
確
保
す

る
こ
と
。

国
土
地
理
院

の
定
員
削
減
は

止
ま
ら
な
い
、
一

方
、
地
方
整
備
局

で
は
増
員
と
な

っ
て
い
る
。
部
下

か
ら
も
疲
弊
の

声
が
あ
り
増
員

を
求
め
る 

給
与
改
定
に

つ
い
て
は
「
給
与

関
係
閣
僚
会
議

を
開
催
し
検
討

し
て
い
く
」
、
再

任
用
の
賃
金
に

つ
い
て
は
「
人
事

院
に
お
け
る
所

要
の
検
討
を
踏

ま
え
適
切
に
対

応
し
て
い
く
」
な

ど
の
回
答
が
あ

り
ま
し
た
。

人事院会見 

内閣人事局交渉 


